利用者向け資料
介護保険の福祉用具を購入される方へ



介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた方が対象です。
購入の対象となる用具は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分となっており、スロープ、歩行器、歩行補助つえについては貸与と購入の選択制となっています。年度ごとに１０万円を上限とし、１割負担※で購入いただけます。
※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。

〈　購入の手続き　〉
1 購入する福祉用具の決定


　介護保険の制度で購入することができる福祉用具を決定します。公益財団法人テクノエイド協会が福祉用具販売品目として登録したものを支給の対象としています。ケアマネジャーや特定福祉用具販売事業者の方に相談して決めましょう。

2 福祉用具の購入



3 利用者から事業者へ福祉用具購入費の支払


　支払の方法は次の２種類あります。
	制度名
	内容

	償還払い
	福祉用具購入費の全額を事業者に支払い、その後、１割※を除く保険給付分を町から利用者に支給します。

	受領委任払い
	福祉用具購入費の１割※を事業者に支払い、その後、保険給付分を町から事業者に支給します。ただし、「世羅町介護保険福祉用具受領委任取扱事業者」として町に登録されている事業者のみ適用されます。


※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。

4 ケアマネジャー等が福祉課へ支給申請書を提出


以下の書類が必要です。
◆償還払いの場合◆
（１）介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
福祉用具名、製造事業者、販売事業者名、購入金額、購入日、福祉用具が必要な理由等の記載があるもの
（２）購入した福祉用具がわかる書類（商品のカタログや説明書等で、福祉用具の値段、サイズが明記されているもの）
（３）領収書（申請時には原本を添付してください。必要であれば確認後返却します。）

◆受領委任払いの場合◆
（１）介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
福祉用具名、製造事業者、販売事業者名、購入金額、購入日、福祉用具が必要な理由等の記載があるもの
（２）委任状兼居宅介護（介護予防）福祉用具購入費振込依頼書〈受領委任払い用〉
（３）購入した福祉用具がわかる書類（商品のカタログや説明書等で、福祉用具の値段、サイズが明記されているもの）
（４）領収書（申請時には原本を添付してください。必要であれば確認後返却します。）

5 福祉用具購入費の支給


提出された書類及びケアマネジャー等への聴取により、町職員が福祉用具購入の内容を確認します。問題点や書類、要件の不備等がなければ支給決定となり、保険給付分が支給されます。申請書類に不備があった場合や、内容に関する確認のために通常以上に時間を要した場合は、通知や支払が遅れることがあります。

・償還払いの方（購入費用の全額を事業者に支払った方）
申請書に記載された口座に振り込みます。
・受領委任払いの方（購入費用の１割※を事業者に支払った方）
事業者の口座に振り込みます。
※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。


【お問合せ先及び申請先】
世羅町世羅保健福祉センター内
福祉課　高齢者地域包括支援係
電話：（０８４７）２５－００７２　FAX：（０８４７）２５－００７０
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